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１．⽴地適正化計画と届出制度の概要 

１．立地適正化計画と届出制度の概要 

（１）立地適正化計画とは 

本市において、全国的な社会経済情勢の変化と同様、少子高齢化や人口減少等が進んでおり、

それらに伴う様々な課題を抱えています。そのため、誰もが安心・安全に過ごせる持続可能な

まちづくりの実現に向けて「吉野川市立地適正化計画」を策定しました。 

計画の特徴としては、「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」を指定することで、各種補助

制度を活用したコンパクトシティ・プラス・ネットワークのまちづくりを進めていくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（２）届出制度とは 

都市機能誘導区域または居住誘導区域の外で特定の開発行為・建築等行為をする場合や、都

市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、都市再生特別措置法（第 88 条、第 108

条、第 108 条の２）の規定に基づき、これらの行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類

や場所等について、市への届出が必要となります。 

この届出制度は、立地を制限するものではなく、誘導施設の建築や、住宅地開発等の動きを

把握し、より良いまちづくりに資することを目的とする制度です。 

 

■留意事項 
①市への届出が義務付けられている⾏為について、これらの届出をせずに、または虚偽の届出を⾏った

場合には、都市再⽣特別措置法第 130 条に基づき 30 万円以下の罰⾦が科される場合があり
ます。 

②宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買等において、届出義務に関する規定を説明しなけ
ればなりません。（宅地建物取引業法第 35 条） 

【都市機能誘導区域】 
・都市機能を誘導し、各種サービスの効率的な提
供を図る区域 

【居住誘導区域】 
・⽣活サービス等が持続的に確保されるように居
住を誘導すべき区域 

【地域公共交通】 
・拠点間や拠点と居住エリア等を結ぶ公共交通 

⽴地適正化計画のイメージ図 
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１．⽴地適正化計画と届出制度の概要 
 

（３）対象区域 

対象区域は、都市再生特別措置法第 81 条

１項（※）に基づき、吉野川市の都市計画区

域全域を立地適正化計画区域とします。 

 

※市町村は、単独で又は共同して、都市計画区域内

の区域について、都市再生基本方針に基づき、住

宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る

ための計画を作成することができる。 

 

 

（４）立地適正化計画で定める誘導区域 

本計画で公表している都市機能誘導区域・居住誘導区域の範囲は下図のとおりです。 

 

対象区域 

対象は 
鴨島町全域 
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２．居住誘導区域に関する事前届出 

２．居住誘導区域に関する事前届出（都市再生特別措置法第 88 条） 

（１）届出の対象となる行為 

都市計画区域内（鴨島町全域）における居住誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合は

届出が必要となります。ただし、敷地の一部でも居住誘導区域内に含まれる場合は届出が不要

となります。 

また、都市計画区域外（川島町・山川町・美郷）の場合は届出が不要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開発行為 ･･･主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区

画形質の変更（都市計画法第４条第１２項） 

※住宅   ･･･戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅等 

 

開発行為 

○３戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

例：３戸の開発行為 

 

 

 

○１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上の場合 

例：１戸（1,300 ㎡）の開発行為 

 

 

例：２戸（800 ㎡）の開発行為 

 

建築等行為 

○３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

例：３戸の建築行為 

 

 

例：１戸の建築行為 

 

 

○建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合 

必要 

必要 

必要 

不要 

不要 
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２．居住誘導区域に関する事前届出 

（２）届出を要しない軽易な行為 

以下の行為についての届出は必要ありません。 

①  住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供す

る目的で行う開発行為 

②  ①の住宅等の新築 

③  建築物を改築し、又はその用途を変更して①の住宅等とする行為 

④  非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

⑤  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為 

 

（３）届出書類 

以下の区分により、所定の届出書様式に添付図面を添えて、提出してください。 

開発行為の場合 

◆届出書･･･ 様式第 10 号  

◆添付図書 

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺
の公共施設を表示する図面（付近見取図等） 
［縮尺 1/1,000 以上］ 

②設計図（土地利用計画図、配置図等） 
［縮尺 1/100 以上］ 

③その他参考となる事項を記載した図書（求積図等） 

建築等行為の場合 

◆届出書･･･ 様式第 11 号  

◆添付図書 

①敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図等） 
［縮尺 1/100 以上］ 

②住宅等の２面以上の立面図及び各階平面図 
［縮尺 1/50 以上］ 

③その他参考となる事項を記載した図書（付近見取図等） 

上記２つの届出内

容を変更する場合 

◆届出書･･･ 様式第 12 号  

◆添付図書 上記のそれぞれの場合と同様 

 

（４）提出期限 

対象となる行為着手の 30 日前までに、提出してください。 

届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する 30 日前までに、提出してください。 
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３．都市機能誘導区域に関する事前届出 

３．都市機能誘導区域に関する事前届出（都市再生特別措置法第 108 条、第 108 条の 2） 

（１）届出の対象となる行為 

①  都市計画区域内（鴨島町全域）における都市機能誘導区域外で、以下の開発行為及び建

築等行為を行おうとする場合は届出が必要となります。ただし、敷地の一部でも都市機能

誘導区域内に含まれる場合は届出が不要となります。 

②  都市機能誘導区域内の既存の誘導施設を休止又は廃止しようとする場合は、届出が必

要となります。また、敷地の一部でも都市機能誘導区域内に含まれる場合も届出が必要と

なります。 

①及び②において都市計画区域外（川島町・山川町・美郷）の場合は届出が不要となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例：図書館を建てる場合                 例：図書館を休止する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出を要しない軽易な行為 

以下の行為についての届出は必要ありません。 

① 吉野川市立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用

に供する目的で行う開発行為 

② ①の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築 

③ 建築物を改築し、又はその用途を変更して①の誘導施設を有する建築物で仮設のものと

する行為 

④ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

⑤ 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為 

開発行為（都市機能誘導区域外） 

○誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

建築等行為（都市機能誘導区域外） 

○誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

○建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

○建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

届出対象のイメージ（例︓図書館） 
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３．都市機能誘導区域に関する事前届出 

（３）届出の対象となる誘導施設 

誘導施設 施設の考え方 

地域包括 

支援センター 

吉野川市民プラザ内 

介護保険法第１１５条の４６ 

図書館 
吉野川市民プラザ内 

図書館法第２条 

劇場、ホール 吉野川市民プラザ内 

郵便局 
鴨島郵便局（郵便に関する拠点的な施設） 

日本郵便株式会社法 

銀行、 

信用金庫等 
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、農業協同組合法 

市役所本庁舎 地方自治法第４条、吉野川市役所の位置を定める条例 

 
 

（４）届出書類 

以下の区分により、所定の届出書様式に添付図面を添えて、提出してください。 

開発行為の場合 

◆届出書… 様式第 18 号  

◆添付図書 

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺
の公共施設を表示する図面（付近見取図等） 
［縮尺 1/1,000 以上］ 

②設計図（土地利用計画図、配置図等） 
［縮尺 1/100 以上］ 

③その他参考となる事項を記載した図書（求積図等） 

建築等行為の場合 

◆届出書… 様式第 19 号  

◆添付図書 

①敷地内における建築物の位置を表示する図面（配置図等） 
［縮尺 1/100 以上］ 

②建築物の２面以上の立面図及び各階平面図 
［縮尺 1/50 以上］ 

③その他参考となる事項を記載した図書（付近見取図等） 

上記２つの届出内

容を変更する場合 

◆届出書… 様式第 20 号  

◆添付図書 上記のそれぞれの場合と同様 

誘導施設を休廃止

する場合 

◆届出書… 様式第 21 号  

◆添付図書 不要 

 

（５）提出期限 

対象となる行為着手の 30 日前までに、提出してください。 

届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する 30 日前までに、提出してください。 
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４．届出様式の記⼊例 

様式第 10（都市再生特別措置法施行規則第 35 条第１項第１号関係） 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

 都市再生特別措置法第 88 条第１項の規定に基づき，開発行為について，下記により届け出ます。 

 

   令和 ○ 年 ４ 月 １ 日 

  

（宛先）吉野川市長 殿 

 

 

                 届出者 住 所 ○○県○○市○○町○○番地○ 

 

                     氏 名 ○○ ○○○（押印不要） 

 

 

開 

発 

行 
為 
の 

概 

要 

１ 

 

開発区域に含まれる地域の名称 

（地名地番） 
吉野川市鴨島町○○字○○番○ 

２ 開 発 区 域 の 面 積 ○○ 平方メートル 

３ 住 宅 等 の 用 途 
例） 

戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅 等 

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和 ○ 年 ５ 月 25 日 

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 令和 ○ 年 11 月 20 日 

６ そ の 他 必 要 な 事 項 

【住宅戸数】  ○ 戸 

【届出内容に関する問合せ先】 

  住 所 ○○市○○町○○番地○ 

  氏 名 ○○ ○○ 

  連絡先 ○○○－○○○○－○○○○ 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

  

記入例 

※30 日前までに届出 

届出者が個人の場合は、住所・氏名を記入 

届出者が法人の場合は、法人の所在地・名称・ 

代表者氏名を記入 

開発区域の所在地（地番）を記入 
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４．届出様式の記⼊例 

様式第 11（都市再生特別措置法施行規則第 35 条第１項第２号関係） 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

都市再生特別措置法第 88 条第１項の規定に基づき、 

 

 

住 宅 等 の 新 築 

建築物を改築して住宅等とする行為 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

について、下記により届け出ます。 

 

 

   令和 ○ 年 ４ 月 １ 日 

 

 （宛先）吉野川市長 殿 

 

 

                 届出者 住 所 ○○県○○市○○町○○番地○ 

 

                     氏 名 ○○ ○○○（押印不要） 

 

 

１ 住宅等を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をし

ようとする建築物の存する土地の

所在、地番、地目及び面積 

【地名地番】 吉野川市鴨島町○○字○○番○ 

【地目】   宅地    

【面積】   ○○ 平方メートル 

２ 新築しようとする住宅等又は改

築若しくは用途の変更後の住宅等

の用途 

例） 

戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅 等 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ そ の 他 必 要 な 事 項 

【住宅戸数】  ○ 戸 

【着手予定年月日】 令和 ○ 年 ５ 月 26 日 

【完了予定年月日】 令和 ○ 年 11 月 20 日 

【届出内容に関する問合せ先】 

  住 所 ○○市○○町○○番地○ 

  氏 名 ○○ ○○ 

  連絡先 ○○○－○○○○－○○○○ 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

  

記入例 

※30 日前までに届出 

いずれかを選択 

届出者が個人の場合は、住所・氏名を記入 

届出者が法人の場合は、法人の所在地・名称・ 

代表者氏名を記入 

開発区域の所在地（地番）を記入 
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４．届出様式の記⼊例 

様式第 12（都市再生特別措置法施行規則第 38 条第１項関係） 

 

行為の変更届出書 

 

 令和 ○ 年 ４ 月 25 日 

 

（宛先）吉野川市長 殿 

 

 

     届出者 住 所 ○○県○○市○○町○○番地○ 

 

      氏 名 ○○ ○○○（押印不要） 

 

 

 

 都市再生特別措置法第 88 条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出ま

す。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日 令和 ○ 年 ４ 月 １ 日 

２ 変更の内容 

例）住宅等の用途、戸数の変更 

【変更前】戸建て住宅 10 戸 

【変更後】共同住宅  ８戸 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日 令和 ○ 年 ６ 月 ３ 日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日 令和 ○ 年 ３ 月 10 日 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

【届出内容に関する問合せ先】 

  住 所 ○○市○○町○○番地○ 

  氏 名 ○○ ○○ 

  連絡先 ○○○－○○○○－○○○○ 

 

  

記入例 

※30 日前までに届出 

届出者が個人の場合は、住所・氏名を記入 

届出者が法人の場合は、法人の所在地・名称・ 

代表者氏名を記入 

届出事項のうち変更する項目と、

変更前・変更後の内容が分かるよ

うに記入してください。 
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４．届出様式の記⼊例 

様式第 18（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第１項第１号関係） 

 

開 発 行 為 届 出 書 

 

 都市再生特別措置法第 108 条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ます。 

 

   令和 ○ 年 ４ 月 １ 日 

  

（宛先）吉野川市長 殿 

 

 

                 届出者 住 所 ○○県○○市○○町○○番地○ 

 

                     氏 名 ○○株式会社 

                         代表取締役 ○○ ○○○（押印不要） 

 

開 

発 

行 

為 
の 

概 

要 

１ 

 

開発区域に含まれる地域の名称 

（地名地番） 
吉野川市鴨島町○○字○○番○ 

２ 開 発 区 域 の 面 積 ○○ 平方メートル 

３ 建 築 物 の 用 途 銀行の支店 

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和 ○ 年 ５ 月 25 日 

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 令和 ○ 年 11 月 20 日 

６ そ の 他 必 要 な 事 項 

【届出内容に関する問合せ先】 

  住 所 ○○市○○町○○番地○ 

  氏 名 ○○ ○○ 

  連絡先 ○○○－○○○○－○○○○ 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

  

記入例 

※30 日前までに届出 

届出者が個人の場合は、住所・氏名を記入 

届出者が法人の場合は、法人の所在地・名称・ 

代表者氏名を記入 

開発区域の所在地（地番）を記入 

誘導施設であることが分か
るように記入 
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４．届出様式の記⼊例 

様式第 19（都市再生特別措置法施行規則第 52 条第１項第２号関係） 

 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を

有する建築物とする行為の届出書 

 都市再生特別措置法第 108 条第１項の規定に基づき、 

 誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 の 新 築 

 建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

 

令和 ○ 年 ４ 月 １ 日 

 

 （宛先）吉野川市長 殿 

 

 

                 届出者 住 所 ○○県○○市○○町○○番地○ 

 

                     氏 名 ○○株式会社 

                         代表取締役 ○○ ○○○（押印不要） 

 

１ 建築物を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をし

ようとする建築物の存する土地の

所在、地番、地目及び面積 

【地名地番】 吉野川市鴨島町○○字○○番○ 

【地目】   宅地    

【面積】   ○○ 平方メートル 

２ 新築しようとする建築物又は改

築若しくは用途の変更後の建築物

の用途 

銀行の支店 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

【着手予定年月日】 令和 ○ 年 ５ 月 26 日 

【完了予定年月日】 令和 ○ 年 11 月 20 日 

【届出内容に関する問合せ先】 

  住 所 ○○市○○町○○番地○ 

  氏 名 ○○ ○○ 

  連絡先 ○○○－○○○○－○○○○ 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

記入例 

※30 日前までに届出 

開発区域の所在地（地番）を記入 

届出者が個人の場合は、住所・氏名を記入 

届出者が法人の場合は、法人の所在地・名称・ 

代表者氏名を記入 

いずれかを選択 

誘導施設であることが分か
るように記入 
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４．届出様式の記⼊例 

様式第 20（都市再生特別措置法施行規則第 55 条第１項関係） 

 

行為の変更届出書 

 

 令和 ○ 年 ４ 月 25 日 

 

（宛先）吉野川市長 殿 

 

 

     届出者 住 所 ○○県○○市○○町○○番地○ 

 

      氏 名 ○○株式会社 

                         代表取締役 ○○ ○○○（押印不要） 

 

 

 

 都市再生特別措置法第 108 条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出

ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日 令和 ○ 年 ４ 月 １ 日 

２ 変更の内容 例）床面積の変更 

【変更前】1,000 平方メートル 

【変更後】1,500 平方メートル 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日 令和 ○ 年 ６ 月 ３ 日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日 令和 ○ 年 ３ 月 10 日 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

【届出内容に関する問合せ先】 

  住 所 ○○市○○町○○番地○ 

  氏 名 ○○ ○○ 

  連絡先 ○○○－○○○○－○○○○ 

 

記入例 

※30 日前までに届出 

届出者が個人の場合は、住所・氏名を記入 

届出者が法人の場合は、法人の所在地・名称・ 

代表者氏名を記入 

届出事項のうち変更する項目と、

変更前・変更後の内容が分かるよ

うに記入してください。 
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４．届出様式の記⼊例 

様式第 21（都市再生特別措置法施行規則第 55 条の２関係） 

 

誘導施設の休廃止届出書 

 

 令和 ○ 年 ４ 月 25 日 

 

（宛先）吉野川市長 殿 

 

 

     届出者 住 所 ○○県○○市○○町○○番地○ 

 

      氏 名 ○○株式会社 

                         代表取締役 ○○ ○○○（押印不要） 

 

 都市再生特別措置法第 108 条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）について、下

記により届け出ます。 

記 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の

名称、用途及び所在地 

 【名称】   ○○銀行 

【用途、面積】銀行の支店（床面積○○㎡） 

【所在地】  吉野川市鴨島町○○字○○番○ 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 令和 ○ 年 ６ 月 10 日 

３ 休止しようとする場合にあっては、そ

の期間 

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

４ 休止（廃止）に伴う措置  

（１）休止（廃止）後に誘導施設を有する

建築物を使用する予定がある場合、予

定される当該建築物の用途 

 例）事務所 

（２）休止（廃止）後に誘導施設を有する

建築物を使用する予定がない場合、当

該建築物の存置に関する事項 

 例）取り壊し、敷地は売却予定 

除却予定時期 令和○年○月○日 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 
２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理その他の事項に
ついて、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項について
記入すること。 

 

【届出内容に関する問合せ先】 

  住 所 ○○市○○町○○番地○ 

  氏 名 ○○ ○○ 

  連絡先 ○○○－○○○○－○○○○ 

 

記入例 

※30 日前までに届出 

届出者が個人の場合は、住所・氏名を記入 

届出者が法人の場合は、法人の所在地・名称・ 

代表者氏名を記入 

いずれかを選択 



 

 

 

届出先 

吉野川市 建設部 都市計画住宅課 

 

お問い合わせ先 

吉野川市 都市計画住宅課 

住所：〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 115 番地１ 

電話：0883-22-2225 FAX：0883-22-2246 

E メール：toshikei@yoshinogawa.i-tokushima.jp 


